
令和 4 年 1 月 28 日 

都道府県カーリング協会 御中 

公益社団法人日本カーリング協会 

会  長  貝森 輝幸 

強化委員長 柳  等 

 

令和 4年度ジュニア日本代表選手選考と候補選手の推薦について（通知） 

 

拝啓 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、すでに通知した通り、令和 4 年度より日本ジュニア選手権大会の開催時期が 11 月から 3 月（予

定）に変更されます。日本ジュニア選手権大会優勝チームを次年度ジュニア日本代表チームとしてより長

い期間強化し、世界ジュニア選手権大会の出場権獲得や上位入賞を目指すためです。令和４年度は日本ジ

ュニア選手権大会開催日程の移行期にあたり、令和 5 年２月に開催される世界ジュニア選手権大会（世界

ジュニアＢ含む）前に日本ジュニア選手権大会が開催されず日本代表チームを選出することができません。

そこで、下記の方法で日本代表選手男女各 5 名を選考することにいたしました。 

つきましては、貴協会所属の選手をジュニア日本代表候補選手としてご推薦くださいますよう、よろし

くお願いいたします。 

敬具 

記 

１．令和 4 年度ジュニア日本代表を派遣する大会  

（１）世界ジュニアカーリング選手権大会（令和 5 年 2 月 18 日〜25 日 開催地未定） 

※世界ジュニア B カーリング選手権大会派遣の可能性も含む（令和 5 年 1 月 3〜11 日 開催地未定） 

 

２．推薦人数  

（１）都道府県協会からの候補者推薦は、１協会当たり男女各５人以内とする 

（２）本会強化委員からの候補者推薦は数名 

 

３．選考方法 

（１）第一次選考会   

各都道府県協会から推薦された選手、及び本協会強化委員から推薦された選手の中から書類審査に

より男女各 10 名程度を選考する。 

（２）第二次選考合宿  

第一次選考会で選ばれた選手を招集し選考合宿を実施する。カーリングのパフォーマンス、コミュ

ニケーションスキル、体力等を総合的に評価して、男女各５名をジュニア日本代表選手に選考する。 

※面接、作文、コントロールテスト、スキルチェック（オンアイス）を実施する予定 

（３）各都道府県協会から推薦、及び強化委員会推薦の選手の条件は、次の①〜③の要件を全て満たして

いる者とする。また、①③の要件を満たし④に該当する者も特例措置として推薦することができる。 

①令和 3 年度日本カーリング協会競技者登録会員で、令和 4 年 6 月 30 日現在で 21 歳未満の者。 

②令和元年度〜令和３年度で世界選手権大会、日本選手権大会、世界ジュニア選手権大会（世界ジ

ュニア B 含む）、日本ジュニア選手権大会、ユニバーシード冬季競技大会、ユースオリンピック冬

季競技大会の出場経験がある者 



③原則として、全ての選考合宿，強化合宿に参加できること。また、所属チームの活動より当該日

本代表の活動を優先できる者 

※強化合宿の日程、及び参加可否等についてはヒアリングを行い調整します。 

④当初計画されていた令和 4（2022）年 11月開催の日本ジュニア選手権出場を目指していた選手で、

ジュニア選手登録が令和 4 年度が最後である者（平成 13（2021）年 7 月 1 日〜平成 14（2002）年

6 月 30 日生まれの者）※特例措置 

 

４．本大会までのスケジュール 

（１）都道府県協会から JCA への第一次選考書類締切り（必着） 令和 4 年 2 月 28 日 

（２）第一次選考会（書類審査）結果通知（男女各１０名程度） 令和 4 年 3 月中〜下旬 

（３）第二次選考合宿（体力測定・実技・面接・結果発表）   令和 4 年４月 27 日〜5 月 1 日（常呂） 

（４）国内合宿（8/9-14JCA ジュニア強化合宿他、数回実施）  

（５）海外合宿（1〜2 回実施 8 月フェデレーションカップ（カナダ）参加予定） 

（６）世界ジュニア B カーリング選手権大会  令和５（2023）年１月３日〜11 日（会場未定） 

 

  

５．第一次選考会（書類審査）申し込み 

別紙「推薦状」の PDF ファイルを令和 4 年 2 月 28 日（月）までに JCA 事務局(e-mail: entry2@curling.or.jp )

宛てにご送付願います（必着）。なお、署名・捺印された「推薦状」原本は、電子メール提出後速やかに事

務局までご郵送願いします。 

 

６．その他 

 第二次選考合宿は、日本オリンピック委員会競技力向上事業として実施します。また、日本代表に選ば

れた場合、令和 4 年度 JCA ジュニア強化選手に認定されます。 

 

以上 


